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直前対策！
インボイス制度の

おさらい
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インボイス制度のおさらい

１．適格請求書（インボイス）の発行

２．適格請求書発行事業者の登録

３．適格請求書発行事業者からの仕入れ

４．インボイスの保存が免除される取引

５．経過措置について

６．返還インボイスの交付義務免除

（1）インボイスの様式
（2）ＴＫＣシステムの対応

（1）仕入インボイスの確認
（2）仕入インボイスの保存
（3）ＴＫＣシステムの対応

（1）取引の類型
（2）ＴＫＣシステムの対応

（1）免税事業者等からの課税仕入れ
（2）小規模事業者に対する納税額に係る軽減措置
（3）中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
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インボイス制度のおさらい

 １．適格請求書（インボイス）の発行
(1) インボイスの様式

➢ 令和5年10月以降、適格請求書発行事業者は、仕入先の求めに応じて、
適格請求書（インボイス）の発行が義務付けられています。

➢ これまでの区分記載請求書との違いは以下の通りです。
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①FX2クラウド(販売管理機能)、FXまいスタークラウド(販売管理機能)
及びSXシリーズは、インボイスの要件を満たした請求書・納品書を
発行可能です。

②さらにインボイスである旨を明示できます。

(2) TKCシステムの対応

インボイス制度のおさらい

 １．適格請求書（インボイス）の発行



©TKC 2023 4

インボイス制度のおさらい

 ２．適格請求書発行事業者の登録

➢ インボイスの交付は「適格請求書発行事業者」に限られます。

➢ 適格請求書発行事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の
登録申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。

➢ また、国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトには、
屋号（お店の名前）や所在地を公表できます。屋号や所在地を公表
することで、取引先が公表サイトの情報を確認しやすくなります。

➢ 公表するためには「適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）
申出書」の提出が必要です。
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インボイス制度のおさらい

 ３．適格請求書発行事業者からの課税仕入れ

仕入インボイスを受け取ったら実施すること

【仕入インボイスとは】
取引先（適格請求書発行事業者）が発行した課税仕入れにかかる
適格請求書（インボイス）のことを仕入インボイスと呼んでいます。

※インボイス制度では、適格請求書（インボイス）を保存しないと、
原則、仕入税額控除ができなくなります。

(1) 仕入インボイスの確認

①取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認する
②取引先から受け取った書類の種類・様式等を確認する

(2) 仕入インボイスの保存
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(1) 仕入インボイスの確認

インボイス制度のおさらい

 ３．適格請求書発行事業者からの課税仕入れ

①取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認する

国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで取引先
の事業者登録番号を入力して、取引先が適格請求書発行事業者である
ことを確認します。

②取引先から受け取った書類の種類・様式等を確認する

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
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(1) 仕入インボイスの確認

インボイス制度のおさらい

 ３．適格請求書発行事業者からの課税仕入れ

③こんなときはどうする？

1)請求書等に事業者登録番号が記載されていない場合

取引先が適格請求書発行事業者か否か確認します。適格請求書発行
事業者の場合、事業者登録番号を記載した請求書等の再発行を要請
します（他の書類等とのセットにより、インボイスの要件を満たして
いる場合を除く）。

2)請求書等に事業者登録番号は記載されているが、インボイスの要件
を満たしていない場合

インボイスの要件を満たした請求書等の再発行を要請します。他の
書類等とのセットにより、インボイスの要件を満たしている場合には、
どの書類をもってインボイスとするか改めて取引先に確認します。
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(2) 仕入インボイスの保存

インボイス制度のおさらい

 ３．適格請求書発行事業者からの課税仕入れ

➢ 保存方法は次の３つです。

①紙のまま保存する

②紙をスキャンして保存する

③電子取引データを保存する 領収書
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(2) 仕入インボイスの保存
①紙のまま保存する場合

インボイス制度のおさらい

 ３．適格請求書発行事業者からの課税仕入れ

➢ 紙で受け取ったインボイスは、これまでどおり紙で保存しておいて
問題ありません。

➢ 種類ごとに分類し、証憑書綴に貼り付ける等して、整理・保存しま
しょう。証憑書番号（証第○○号）の記入を行い、仕訳との関連性を
明確にしておく必要があります。

証第○○号
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インボイス制度のおさらい

 ３．適格請求書発行事業者からの課税仕入れ

(2) 仕入インボイスの保存
②紙をスキャンして保存する場合

➢ 電子帳簿保存法が改正され、事前の届出なしに紙の領収書等（証憑）
をスキャンして保存することができるようになりました。

➢ 受け取ったインボイスについてもスキャナで読み取り、電子的に保存
することができます。

➢ 会計システムとスキャナ保存のシステムとが連携し、仕訳との紐づけ
ができるシステムを選択することが重要です。
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インボイス制度のおさらい

 ３．適格請求書発行事業者からの課税仕入れ

(2) 仕入インボイスの保存
③電子取引データを保存する場合

➢ 電子取引データ（PDFで送られてくるインボイス等）は、電子のまま
保存しなければなりません。

領収書

【電子取引データとは？】
メールやWebサイト上で受け取った請求書や領収書などのことです。
令和5年12月末までは宥恕措置が設けられており、電子取引データを
印刷して保存することが認められていますが、令和6年1月1日以降は、
これらの書類を紙で印刷して保存することは認められなくなり、電子
での保存が必要になります。
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インボイス制度のおさらい

 ３．適格請求書発行事業者からの課税仕入れ

(3) TKCシステムの対応
①適格請求書発行事業者のチェック機能

➢ ＴＫＣシステムでは、適格請求書発行事業者のチェック機能を設けて
います。

➢ 仕訳入力時・月次決算時・年次決算と、複数回に渡って取引先が適格
請求書発行事業者かどうか自動でチェックし、失効・取消や新規設立
法人の可能性などをお知らせします。
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(3) TKCシステムの対応
①適格請求書発行事業者のチェック機能

インボイス制度のおさらい

 ３．適格請求書発行事業者からの課税仕入れ



©TKC 2023 14

インボイス制度のおさらい

 ３．適格請求書発行事業者からの課税仕入れ

(3) TKCシステムの対応
①適格請求書発行事業者のチェック機能

➢ 「証憑保存機能」を利用すると、取引先が適格請求書発行事業者か
どうか、書類を読み取ったタイミングで確認できます。

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ書類から事業者登録番号
を読み取ります。

Ⓑ事業者登録番号から
事業者名を検索し、
「取引先名」にセット
します。



©TKC 2023 15

インボイス制度のおさらい

 ３．適格請求書発行事業者からの課税仕入れ

(3) TKCシステムの対応
②保存したインボイスからの仕訳計上

➢ 「証憑保存機能」で保存したインボイスから仕訳を計上すると同時に、
仕訳と証憑が紐づきます。
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インボイス制度のおさらい

 ３．適格請求書発行事業者からの課税仕入れ

(3) TKCシステムの対応
③電子取引データの保存に完全対応

➢ ＴＫＣシステムは、改正電子帳簿保存法に完全準拠しています。
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インボイス制度のおさらい

 ３．適格請求書発行事業者からの課税仕入れ

【ご参考】「証憑保存機能」のご紹介

➢ 「証憑保存機能」の詳細については「３ステップで設定完了 今から
始めよう！インボイス制度対応（証憑保存機能）」をご確認ください。
インボイス制度開始後の手間が削減され、経理処理が大幅に効率化
されます。
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インボイス制度のおさらい

 ４．インボイスの保存が免除される取引

(1) 取引の類型

➢ インボイスを受け取ることが困難な以下の取引については、一定事項
を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

①3万円未満の公共交通機関（鉄道、バス、船舶）による旅客の運賃

②適格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除きます。）が記載されている入場券
等が使用の際に回収される取引（①に該当するものを除きます。）

③郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
（郵便ポストに差し出されたものに限ります。）

④従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等

⑤3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

⑥古物営業、質屋、宅地建物取引を営む事業者が適格請求書発行事業者で
ない者から、古物、質物または建物を、当該事業者の棚卸資産として
取得する取引

⑦適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品
（購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。）の購入
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インボイス制度のおさらい

 ４．インボイスの保存が免除される取引

(2) TKCシステムの対応

➢ ＴＫＣシステムでは、課税仕入れ（課税区分[5]等）の仕訳入力時に､
取引先が適格請求書発行事業者であることをチェックします。

➢ なお、インボイスの保存義務が免除される課税仕入れを処理する
勘定科目及び口座を設定できます。これらの勘定科目、口座の取引
では、チェックを行わないようになります。



©TKC 2023 20

インボイス制度のおさらい

 ５．経過措置について

➢ インボイス導入から6年間は、経過措置に配慮する必要があります。

➢ また、返還インボイス交付義務免除の措置は経過措置でないことも
注意が必要です。
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インボイス制度のおさらい

 ５．経過措置について

(1) 免税事業者等からの課税仕入れ
①内容

➢ 免税事業者等からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定
割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

1)令和5年10月1日〜令和8年9月30日  ：80％

2)令和8年10月1日〜令和11年9月30日：50％

➢ この経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書の保存と帳簿
に「80％控除対象｣など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである
旨の記載が必要です。
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インボイス制度のおさらい

 ５．経過措置について

(1) 免税事業者等からの課税仕入れ
②TKCシステムの対応

➢ 免税事業者等からの課税仕入れを処理する、以下の6つの課税区分を
追加し、仕訳の都度、一定割合を乗じた消費税額を計算します。
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インボイス制度のおさらい

 ５．経過措置について

(1) 免税事業者等からの課税仕入れ
②TKCシステムの対応

➢ 仕訳で課税区分［52］等が入力された場合、消費税額等を次の通り
計算します。
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※「事業」列には、課税区分が[52][53][62][63][72][73]の場合、
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける
控除割合を表示しています。

インボイス制度のおさらい

 ５．経過措置について

➢ なお、仕訳帳・元帳の「事業」列（事業区分を表示する欄）に控除
割合（80or50）を表示した上で、欄外に次のような注釈を表示します。

(1) 免税事業者等からの課税仕入れ
②TKCシステムの対応
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インボイス制度のおさらい

 ５．経過措置について

(2) 小規模事業者に対する納税額に係る軽減措置

➢ 納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置が3年間（令和5年10月
1日～令和8年9月30日）設けられます。

➢ 【対象者】
①免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けて、登録日から

課税事業者となる者
②免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けて

適格請求書発行事業者となる者

➢ また、簡易課税を選択していても、申告のタイミングにおいて、簡易
課税を適用した方が良いのか、それともこの特例を適用した方が良い
のか、有利不利を判定して申告できることとされています。
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インボイス制度のおさらい

 ５．経過措置について

(2) 小規模事業者に対する納税額に係る軽減措置

最も有利になる方法を当事務所からご提案します！
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インボイス制度のおさらい

 ５．経過措置について

(3) 中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
①内容

➢ 基準期間の課税売上高が1億円以下等の事業者が、1万円未満の課税仕入れを
行った場合、インボイスの保存が無くても帳簿のみで仕入税額控除を可能と
する6年間（令和5年10月1日～令和11年9月30日）の経過措置です。

➢ つまり1万円未満の課税仕入れは､免税事業者からの課税仕入れについても
全額仕入税額控除の対象となります。
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インボイス制度のおさらい

 ５．経過措置について

(3) 中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
②TKCシステムの対応

➢ 基準期間の課税売上高が1億円以下等の事業者が、1万円未満の免税事業者等
からの課税仕入れを、誤って課税区分［52］等と入力してしまうことを防止
できるよう、確認メッセージを表示します。
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インボイス制度のおさらい

 ６．返還インボイスの交付義務免除

➢ 振込手数料を売り手が負担する場合、返還インボイスや仕入明細書の
発行等の事務負担の懸念がありました。

➢ 税制改正により、売上に係る対価の返還等について、税込1万円未満で
あれば、返還インボイスの交付義務が免除されることになります(※)。

➢ この改正は、全事業者に対する恒久的な措置です。

※振込手数料を差し引かれて入金された場合、仕訳の計上方法が
変わります。具体的な計上方法は、個別にご説明いたします。
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ＴＫＣシステムは、令和5年6月にインボイス制度に完全対応しました。
インボイス制度を正しく理解し、万全の態勢を整えましょう！

また、インボイス制度への対応を単なる制度対応だけで終わらせず、
黒字決算に向けて、会計データを活用した業績管理体制の構築のため、

ＴＫＣシステムをぜひご活用ください！

令和5年10月 インボイス制度スタート

インボイス制度のおさらい

まとめ
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